


原子力機構の施設供用制度

原子力機構では、 保有する先端的大型研究施設・設備を公共財として位置づけ、 外部の多く

の方々にご利用いただくため、 11の供用施設を対象に『施設供用制度』を設けています。

この制度では、 外部利用者自らの研究開発や産業利用など、 目的に合わせて有償でご利用

いただくことができ、 施設利用に係わる研究課題を年2回募集しています。（ 一般産業利用や

一部施設については随時受け付けています。）

STEP.01 STEP.02 STEP.03 

利用したい供用施設がある 利用課題の採択

・申込書の提出

施設供用（実験）の実施

・研究開発推進部に問い合わせ

•各施設の担当者に相談 •実施日の決定

・支払い手続き

•実施報告雷の提出

•利用課題の申込み（定期募集・随時募集） ・来所手続き ・論文等による成果の公表

各施設のご利用にあたりましては、 例年2回(5月頃、 11月頃）ご利用のための公募を実施

致しております。

応募期間にご応募いただくことで審査の上、 御利用いただくことが可能です。

また、 随時利用も承っております。 詳細は下記HP等をご覧ください。

◄より詳しい情報はこちら
（料金表含む）

https://tenkai.jaea.go.jp/facility/facilities.html 

■お問い合わせ先

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

研究開発推進部 研究推進課

〒319-1112茨城県那珂郡東海村村松4番地49 
TEL.029-282-0251 FAX.029-282-0256 

E-mail : renkei.shisetsu@jaea.go.jp











































ペレトロン年代測定装置
（質量分析加速器）
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ふくいスマー トデコミッショニング
技術実証拠点（スマデコ）
（廃止措置技術実証試験施設）
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楢葉遠隔技術開発センタ ー(NARREC)

（遠隔操作機器実証試験施設）
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放射光科学研究施設SPring-8 * 
（大型放射光施設）

く心砂）

高速実験炉常陽
（原子炉）

研究炉JRR-3
（中性子利用施設）

放射線標準施設(FRS)
（校正施設）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

研究開発推進部
代霜悶しMATION

＊写真提供：理化学研究所

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松4番地49 
TEL.029-282-0251 FAX.029-282-0256 
E-mai l : renke i.sh isetsu@jaea.go.jp
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